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「国立市地域公共交通計画」の策定につ
いて

子育て部分休暇の新設について

令和５年度第１８回庁議　議事要旨（記録）

【付　議】
１．「国立市地域公共交通計画」の策定について
　　説明員：道路交通課長
　＜内　容＞
　　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

【報告事項】
２．子育て部分休暇の新設について
　　説明員：職員課長
　＜内　容＞
　　新設予定である子育て部分休暇の制度内容等について報告があった。

出席者（１４名）

庁議メンバー



議事要旨公開・時限非公開の別
①
②

 

（庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　国立市地域交通計画（任意の計画）が令和６年３月で10年の計画期間を迎える。計
画期間の満了に伴い、次期計画の見直しを行わないものとするとともに、地域公共交
通の活性化及び再生に関する法律に基づき国立市地域公共交通計画を策定することに
ついて、庁内合意を得るため、庁議に付議する。

２．経過及び現状
　令和２年度　11月に法改正が行われ、地域公共交通計画の策定が地方自治体の努力
　　　　　　　義務となった。
　令和５年度　他市の策定状況、策定の意義について改めて整理を行い、国立市地
　　　　　　　域公共交通計画を策定する方針とする。

３．具体的な措置
　計画策定等のため、地域公共交通活性化協議会を設置する条例案を令和６年第１回
定例会に提案し、同協議会で審議を行っていく。また、併せて、庁内検討会を設置
し、計画内容の検討を進めていく。令和６年度４月頃から庁内検討会で議論を開始
し、令和７年度中に計画を策定する。

【主な意見・質疑等】
　・庁内検討委員会の役割は。
　　→　地域交通計画の評価、課題の抽出、地域公共交通計画策定に向けた
　　　意見聴取等を行いたい。
　・計画策定にここまで時間がかかるのか、
　　→　事業者との合意形成に時間を要する見込み。
　・地域公共交通計画策定と、コミュニティバスのルートの変更は一体的に
　議論されるものか。
　　→　コミュニティバスのルート変更について、必要があれば地域公共交
　　　通計画策定後に実施することを想定している。
　
【指示事項】
　・設置する附属機関と庁内検討委員会の役割を明確にすること。
　・地域交通計画との違いや、福祉交通の課題への対応等、地域公共交通計
　画の具体的な中身について説明すること。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。ただし、指示のあった事項については調整
する。

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和５年１０月３０日開催）

付議事案名：「国立市地域公共交通計画」の策定について 提案課　都市整備部　道路交通課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）


